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重要な情報が記載されています
ので、必ずお読み下さい。

拝啓　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品につきまして格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和６年 11 月付で、リバーロキサバン OD 錠 10mg「TCK」及びリバーロキサバン OD 錠
15mg「TCK」の「使用上の注意」の改訂を致しましたので、ご案内申し上げます。
何卒ご承知の上、ご使用賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
� 敬　具

「使用上の注意」改訂のお知らせ

■　改訂箇所
 　　　�自主改訂による変更箇所

改　訂　後 改　訂　前

2．禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1～2.5�現行の通り
2.6�リトナビルを含有する製剤、アタザナビル、�

ダルナビル、ホスアンプレナビルを投与中の
患者［10.1、16.7.1�参照］

2.7�現行の通り
2.8�イトラコナゾール、ポサコナゾール、ボリ

コナゾール、ミコナゾール、ケトコナゾー
ルの経口又は注射剤を投与中の患者［10.1、
16.7.2�参照］

2.9～2.11�現行の通り

2．禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1～2.5�省略
2.6�HIV プロテアーゼ阻害剤（リトナビル、ロ

ピナビル・リトナビル、アタザナビル、ダル
ナビル、ホスアンプレナビル）、ニルマトレ
ルビル・リトナビルを投与中の患者［10.1、
16.7.1�参照］

2.7�省略
2.8�アゾール系抗真菌剤（イトラコナゾール、

ボリコナゾール、ミコナゾール、ポサコナ
ゾール、ケトコナゾール）の経口又は注射剤
を投与中の患者［10.1、16.7.2�参照］

2.9～2.11�省略

令和　 6 　年　11　月

選択的直接作用型第Xa因子阻害剤
リバーロキサバン口腔内崩壊錠

製造販売元：

販　売　元：
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■　改訂理由
相互作用薬の記載方法の整備のため。

改訂内容につきましては、令和 6 年 12 月発行予定の｢医薬品安全対策情報（DSU）No.331｣に掲載されます。
また、改訂後の添付文書は弊社ホームページ（https://www.feldsenfpharma.co.jp/）及び独立行政法人 
医薬品医療機器総合機構ホームページ（https://www.pmda.go.jp/）に掲載されますので、併せてご利用
下さい。
なお、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を用いて、以下の GS1 バーコードを読み取ることで、最新の添
付文書をご覧頂くことが可能です。

改　訂　後 改　訂　前

10．相互作用
現行の通り

10.1 併用禁忌（併用しないこと）
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

リトナビルを含有す
る製剤（ノービア、
カレトラ、パキロビ�
ッド）
アタザナビル（レイ
アタッツ）
ダルナビル（プリジ
スタ、プリジスタナ
イーブ）
ホスアンプレナビル

（レクシヴァ）
［2.6、16.7.1 参照］

現行の通り 現行の通り

現行の通り
以下の経口又は注射
剤

イトラコナゾール
（イトリゾール）
ポ サ コ ナ ゾ ー ル

（ノクサフィル）
ボ リ コ ナ ゾ ー ル

（ブイフェンド）
ミコナゾール（フ
ロリード）
ケ ト コ ナ ゾ ー ル

（国内未発売）
［2.8、16.7.2 参照］

現行の通り 現行の通り

現行の通り
10.2 併用注意（併用に注意すること）

現行の通り

10．相互作用
省略

10.1 併用禁忌（併用しないこと）
薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子

HIV プロテアーゼ阻
害剤

リトナビル（ノー�
ビア）
ロピナビル・リト
ナビル（カレトラ）
アタザナビル（レ
イアタッツ）
ダルナビル（プリ
ジスタ、プリジス
タナイーブ）
ホスアンプレナビ
ル（レクシヴァ）

ニルマトレルビル・
リトナビル（パキロ
ビッド）

［2.6、16.7.1 参照］

省略 省略

省略
以下のアゾール系抗
真菌剤（経口又は注
射剤）

イトラコナゾール
（イトリゾール）
ボ リ コ ナ ゾ ー ル

（ブイフェンド）
ミコナゾール（フ
ロリード）
ポ サ コ ナ ゾ ー ル

（ノクサフィル）
ケ ト コ ナ ゾ ー ル

（国内未発売）
［2.8、16.7.2 参照］

省略 省略

省略
10.2 併用注意（併用に注意すること）

省略

なお、他の項は現行の通りとする。


